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福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）の改定について（諮問） 

 

 本県では、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第

21 条第３項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」及び気候変動適応

法（平成 30 年法律第 50 号）第 12 条に基づく「地域気候変動適応計画」として、

令和４年３月に「福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）」（以下「実行計画」

という。）を策定し、地球温暖化対策に取り組んでおります。 

地球温暖化に伴う気候変動は、災害の激甚化に加え、熱中症の増加、農作物の

品質低下など多岐にわたる分野に影響を及ぼすだけでなく、動物と人との関係

を変え、新たな動物由来感染症が発生するおそれも指摘されています。本県にお

いても、令和６年には太宰府市で年間猛暑日日数・猛暑日連続日数の日本記録が

更新されるなど、実行計画策定後もその影響はますます深刻化しています。 

また、国においては、令和７年２月 18 日に「地球温暖化対策計画」を改定し、

2050 年ネット・ゼロ（カーボンニュートラル）の実現に向けた野心的な目標と

して、2030 年度において温室効果ガス排出量を 2013 年度比で 46％削減すると

いう従来の目標に加え、2035 年度、2040 年度にそれぞれ 60％、73％削減すると

いう新たな目標を設定いたしました。 

実行計画につきましては、その対象期間を 2017（平成 29）年度から 2030（令

和 12）年度までとしておりますが、令和９年３月で策定から５年を迎え、これ

ら社会情勢等の変化に対応する必要が生じております。 

つきましては、実行計画の改定について、貴審議会の意見を求めます。 
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福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）の改定について 

 

１ 計画改定の趣旨 

本県では、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）

第 21 条第３項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」及び気候変動

適応法（平成 30 年法律第 50 号）第 12 条に基づく「地域気候変動適応計画」

として、令和４年３月に「福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）」（以下「実

行計画」という。）を策定し、地球温暖化対策に取り組んでいる。 

実行計画については、社会情勢等の変化に対応するため、概ね５年ごとに見

直しを行うこととしている。令和９年３月で実行計画の策定から５年を迎える

ことから、「福岡県地球温暖化対策実行計画（第２次）」を改定するものである。 

 

２ 現行計画の概要 

(１) 計画期間 

2017（平成 29）年度から 2030（令和 12）年度まで 

(２) 温室効果ガス排出削減目標 

ア 長期目標 

2050(令和 32)年度に福岡県の温室効果ガス排出の実質ゼロ※を目指す。 

※温室効果ガス排出量から、森林などによる吸収量を差し引いた値を

ゼロとする。 

イ 中期目標 

2030（令和 12）年度における福岡県の温室効果ガス排出量を 2013 年

度比 46％削減する。 

 

３ 改定計画の構成（案） 

  第１章 計画策定・改定の背景 

第２章 計画の基本的事項 

第３章 福岡県の地域特性 

第４章 温室効果ガス排出量・吸収量の現況推計、将来推計 

第５章 温室効果ガス排出量の削減目標 

第６章 地球温暖化対策（緩和策） 

第７章 地球温暖化対策（適応策） 

第８章 計画の推進体制・進行管理 

別 冊 促進区域の設定に関する福岡県基準※
 

※別冊「促進区域の設定に関する福岡県基準」は今回改定の対象外とする 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

専門委員会による審議（令和８年２月～） 

パブリックコメント（令和８年 12 月） 

福岡県環境審議会による答申（令和９年１月） 

  答申に基づく実行計画の改定（令和９年３月） 
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地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）【抜粋】 

 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条  

３ 都道府県及び指定都市等（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十

二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条

の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。）は、地方公共団体実行計画において、

前項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの

排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるも

のとする。 

一 太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的社会

的条件に適したものの利用の促進に関する事項 

二 その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務

の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減

等に関して行う活動の促進に関する事項 

三 都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における

緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資す

る地域環境の整備及び改善に関する事項 

四 その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法（平成十二年法律

第百十号）第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進その

他の循環型社会（同条第一項に規定する循環型社会をいう。）の形成に関する事

項 

五 前各号に規定する施策の実施に関する目標 

 

 

 

気候変動適応法（平成三十年法律第五十号）【抜粋】 

 

（地域気候変動適応計画） 

第十二条 都道府県及び市町村は、その区域における自然的経済的社会的状況に応じた

気候変動適応に関する施策の推進を図るため、単独で又は共同して、気候変動適応計

画を勘案し、地域気候変動適応計画（その区域における自然的経済的社会的状況に応

じた気候変動適応に関する計画をいう。）を策定するよう努めるものとする。 
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地球温暖化対策計画（国計画）の概要 

 

 


